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１ 基本事項 
（１）計画の目的 

本計画は、廃棄物処理及び清掃に関する法律第６条第１項１の規定に基づく「南越清掃組合一般廃棄物

処理基本計画」及び容器包装リサイクル法第８条２の規定に基づく「南越清掃組合分別収集計画」に沿っ

て、令和８年度のごみ収集・処理を実施するに当たり必要な計画を定める。 
 

（２）関連計画  

・一般廃棄物処理基本計画 令和３年度から令和１２年度（１０年間） 
・組合分別収集計画    令和５年度から令和９年度（５年間） 
・生活環境影響調査    平成２６年度から平成２７年度実施 

第１清掃センター（新ごみ処理施設）が周辺の生活環境（大気質、騒音、振動、悪臭、水質、土

壌、景観、日照阻害）にどのような影響を及ぼすのかについて「廃棄物処理施設生活環境影響調査

指針」（平成１８年９月 環境省大臣官房 廃棄物・リサイクル対策部）等に基づいて実施した調

査のあらましをまとめた。 
・生活環境影響調査（事後） 令和４年度に実施 

事前に実施した生活環境影響調査と新ごみ処理施設稼働後の状況を把握するため、実施した調

査のあらましをまとめた。 
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・南越清掃組合粗大ごみ処理施設（焼却炉併設）・最終処分場にかかる公害防止協定書 

（白山、坂口地区）平成１１年１１月１５日締結 
南越清掃組合粗大ごみ処理施設（焼却炉併設）にかかる公害防止協定書 
（広瀬町）平成９年１２月２６日締結 

・南越清掃組合新ごみ焼却施設にかかる公害防止協定書 
（上野、鯖波、阿久和区） 平成２８年８月１２日締結 

・武生簡易裁判所 平成２９年（ノ）第２号、令和元年（ノ）第１３号 

ごみ処理施設建設差止調停事件調停調書 令和元年７月２４日調停成立 
・南越清掃組合新ごみ焼却施設にかかる公害防止協定書 

（堂宮区） 令和元年１０月２８日締結 
・南越清掃組合新ごみ処理施設整備・運営事業 

当事業は、ＰＰＰ案件における多様な事業執行方式のひとつＤＢＯ方式（公設民 
営）を採用している。また、当事業は、地域住民とのパートナーシップ関係 
（Public-Private Partnership People）を構築し、組合組織を横断して全体最適化を 
はかるものである。 
建設工事      平成２９年９月３０日から令和３年３月３１日（４年間） 
運営業務委託    令和 ３年４月１日から令和２３年３月３１日（２０年間） 

 
（３）計画区域 

本計画の対象区域は、越前市・南越前町・池田町の行政区域全般とする。 
 

（４）実施期間 

本計画の期間は、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 
 

（５）廃棄物の区分と種類 

本計画において本組合が処理する廃棄物は、組合管内で発生する一般廃棄物で、一般家庭の日常生活か

ら発生する「家庭系ごみ」と事業活動に伴って発生する「事業系ごみ」とする。 
なお、令和３年１月からの新ごみ処理施設稼働に伴う、「ごみの出し方」の変更については、廃棄物減

量等推進審議会が平成３１年１月２８日に管理者に答申を行い、汚れが付着し洗浄が困難なプラスチッ

ク製容器包装など３品目は、「燃やせるごみ」として収集することとした。 
 
（６）ごみ処理の基本体系 

本組合のごみ処理は、次のごみ処理フロー図（図－１）を基本として行う。 
管外から廃棄物を第１清掃センターに持ち込まない。 
ただし，災害等緊急性があり，当該被災自治体において他に適切な処理地を探すことが著しく困難であ

るなど特別の必要があることを，公害防止協定を締結した地元自治会に説明し，地元自治会の同意を得

た場合には，この限りでない。               【令和元年７月２４日調停調書２－（２）】 
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実施年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
管外から廃棄物を持ち込まない 実施 実施 実施予定 

 
地元自治会の同意の有無に関わらず，東日本大震災の原発事故によって汚染された廃棄物を始めとし

て，原子力事故によって汚染された管外からの廃棄物を第１清掃センターに持ち込まない。 
【令和元年７月２４日調停調書２－（３）】 

実施年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
管外から廃棄物を持ち込まない 実施 実施 実施予定 

 
原子力事故等によって汚染された管内の廃棄物を第１清掃センターに持ち込もうとする場合，搬入見

込み量，搬入時の一般的な科学的知見に照らして安全に十分配慮した基準線量，線量の測定方法などを

地元自治会に十分に説明し，必要な条件を設定した上で，地元自治会の同意を得なければならない。 
【令和元年７月２４日調停調書２－（４）】 

実施年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
管外から廃棄物を持ち込まない 実施 実施 実施予定 

 
 
表－１ ごみ処理フロー図 
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令和６年度末のごみ処理実績フローを図－２に示す。 

図－２ 令和６年度ごみ処理実績フロー 

 

t/R5年度

計

南越清掃組合搬入 （一般ごみのみ）

ふとん類 405

③

焼却施設
一般ごみ 搬入量

可燃粗大

ふとん類 ③ 搬入量 搬入量

計

搬入量

混合灰

ばいじん

処理資源化物

再生修復

ストックヤード

集団回収

計

表中の数字は，端数を調整していないため，内訳と計は必ずしも一致しない。

0 0.1

最　終　処　分　物　計 3,414 1,255

3,988

し尿焼却灰 清掃組合施設管理廃棄物

446

直接埋立 0 8

直接埋立(その他）　　　 　　　※（d）＋（e）＋（f） 85

埋立処分地施設

焼却残渣　　　　　　　　　　　 　※（ａ） 2,883
2,883

（再資源化業者）

し尿処理施設焼却残渣　 　　※（b） 0 2,615

処理残渣、資源化不適物　　※（c）

110

1,108

①

最 終 処 分 再 資 源 化

2,883 446 85 304 1,203

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ圧縮資源化

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包装（指定法人）

2,399

484

第１ｾﾝﾀｰ
焼却残渣 不燃残渣

（粗大ごみ破
砕残渣）

ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ選
別直接埋立ご

み

粗大ごみ
資源化物

資源ごみ
資源化物

24,881

破

砕

プ

ラ

圧

縮

梱

包

867

可燃物残さ

2,922

405 1,200 1,107

破砕選別処理・利再来館ほか 1,974

第１清掃ｾﾝﾀｰ 第２清掃ｾﾝﾀｰ

粗大ごみ処理施設 （資源ごみ）

21,554 2,858 圧縮ほか再資源化処理 プラスチック圧縮減容施設

496 51 1,062 1,107

①

（乾電池･
蛍光灯類

外）

かん･びん
･古紙類

・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ
･ｽﾌﾟﾚｰ缶類

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製
容器包装ごみ

21,554 0 1,549 813

燃やせるごみ 不 燃 ご み 粗 大 ご み 有害ごみ・資源ごみ

可燃ごみ
直接埋立

ごみ
燃やせ

ないごみ
可燃粗大 不燃粗大

27,038

2,830 494 26,579

災害ごみ

南 越 清 掃 組 合 （ 構 成 市 町 ）
能登災害
生活ごみt

（ごみ搬入量） 越前市 南越前町 池田町 組合合計

一般ごみ 23,255

459

破砕・風力プラ選別
②

②

（ａ）

（b）

（c）（d） （e）

（f）
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（７）ごみ処理施設 

本計画に基づき一般廃棄物を処理する施設は、次に掲げるとおりとする。 

 

① ごみ焼却施設  

施設名 第１清掃センター（エコクリーンセンター南越） 

所在地 南条郡南越前町上野第８５号３９番地 

稼働年月 令和３年１月 

炉型式 全連続燃焼式ストーカ炉 

処理能力 ８４ｔ/日 （42t/24 時間×2 系列） 

処理対象 
 燃やせるごみ（廃プラスチック類、カセットテープを含む） 

粗大ごみ可燃残渣（布団、畳、カーペット類） 

直接搬入 有料で受入 

 

② 粗大ごみ処理施設 

施設名 第２清掃センター粗大ごみ処理施設 

所在地 越前市勾当原町第８６号２８番地 

稼働年月 平成９年９月 

施設規模 ４５ｔ/５ｈ 

施設内容 
往復切断機・二軸せん断破砕機・乾式高速回転式破砕機 

選別・圧縮処理施設・保管施設 

処理方式 

（缶・金属類）  機械自動選別・圧縮 

（びん）     手選別・保管 

（粗大ごみ）   破砕・切断・風力選別 

（ペットボトル）  保管 

処理対象 資源物・粗大ごみ・燃やせないごみ 

直接搬入 有料で受入 

 

③ 資源化施設 

施設名 第２清掃センタープラスチック圧縮減容施設 

所在地 越前市勾当原町第８６号２８番地 

稼働年月 平成１７年１１月 

施設規模 １９ｔ/日 

処理方式 手選別・圧縮・梱包・保管処理 

処理対象 
プラスチック製容器包装 

粗大ごみ処理施設から発生する破砕プラスチック残渣 

直接搬入 粗大ごみ処理施設において有料で受入 
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④ リサイクル普及啓蒙施設 

施設名 第２清掃センター利再来館 

所在地 越前市勾当原町第８６号２８番地 

稼働年月 平成９年９月 

施設内容 再利用品の展示及び修理 

 
⑤ 最終処分施設  

施設名 第２清掃センター埋立処分地施設 

所在地 越前市勾当原町第８６号２８番地 

埋立処分の期間 平成１７年７月から概ね３８年 

埋立面積 １９，０００㎡ 

埋立容量 １５６，０００㎥ 

残余容量 ６３，０００㎥ 

埋立方式 サンドイッチ・セル併用埋立方式（準好気性埋立） 

浸
出
水
処
理
施
設 

処理方式 カルシウム除去＋生物処理＋凝集沈殿＋ろ過＋高度処理 

処理能力 １２０㎥/日 

放流水 

自主規制値 

ＰＨ       ５．８以上８．６以下      

ダイオキシン類  １ｐｇ－ＴＥＱ/Ｌ 

ＢＯＤ      １０ｍｇ/Ｌ            

大腸菌数     １０個/ＣＦＵ／mL 

ＣＯＤ      １０ｍｇ/Ｌ            

カルシウム    １００ｍｇ/Ｌ 

ＳＳ       １０ｍｇ/Ｌ            

重金属      排水基準 

全窒素      １０ｍｇ/Ｌ 

処理対象 焼却残渣及び粗大こみ処理施設から発生する不燃残渣 

 
⑥ ストックヤード施設 

施設名 ストックヤード施設 

所在地 越前市北府一丁目３番２０号 

稼働年月 令和６年４月 

処理方式 一時保管 

処理対象 金属類、電気製品、自転車、古紙類 

直接搬入 無料で受入   
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２ ごみ減量化の数値目標及び目標実現のための施策 
（１）ごみ減量化・再資源化の目標値について 

 

【減量化に関する目標】 

家庭系ごみ１人１日平均排出量（資源ごみを除く）   

４９４ｇ／人日 
事業系ごみ事業系ごみ年間排出量 

      ９，３５０ｔ／年 

【再資源化に関する目標】 リサイクル率         ２０％以上 

【エネルギー回収に関する目標】 エネルギー回収率      １６％以上 

【最終処分に関する目標】 最終処分率         １２％以下 

【出典：一般廃棄物処理基本計画 令和３年３月】 
 
（２）目標実現のための施策及び推進体制 

ごみ減量化目標を達成するためには、住民・事業者及び行政が、それぞれの立場で排出抑制策を実践す

ることが重要である。このことから、本組合、構成市町が連携・協力しながら以下に示す施策を推進する。 
①家庭系ごみの発生抑制・再利用の推進 
組合は市町と協力し、ごみの減量化のために３Ｒ３の周知やごみの分別の徹底などの普及啓発を行う。

必要に応じて家庭ごみ有料化の検討を行うものとする。住民は、ごみの排出を少なくするようなライフ

スタイルを目指し実践する。 
＜具体的行動例＞ 
・利再来館にて、粗大ごみの中から状態の良いものを抽出し、住民へ提供することにより再利用を行う。 
・現時点の排出状況については問題ないが、必要に応じて家庭ごみの有料化の検討を行う。 
・ごみの３Ｒに関する情報提供、啓発指導、環境教育等を行うものとする。 

 
②事業系ごみ発生抑制・再利用の推進 
組合は、排出される廃棄物の適正な分別・処理や減量化を徹底する。 

＜具体的行動例＞ 
・県と協力し、排出事業者へ再資源化事業者の情報提供を行う。 
・必要に応じて事業系ごみ手数料の見直しの検討を行う。 

 
③再資源化の推進 
組合は、市町と協力し、ごみの再資源化に関する情報提供を行うものとする。 

＜具体的行動例＞ 
・ごみ分別が推進されるよう、再資源化量や再資源化方法などの情報提供を行う。 
・市町で行う生ごみ処理器、ダンボールコンポスト等の助成について、情報提供を行う。 
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④地球温暖化防止に貢献する施設 
組合は、公害防止基準を遵守した施設管理を行うとともに、ごみの焼却による熱エネルギーを活用し

て発電しエネルギー回収を推進することにより、本圏域の温室効果ガスの排出量を削減し、地球温暖化

防止に寄与することとする。 
＜具体的行動例＞ 
・規制基準より厳しい公害防止基準を自主的に設定・遵守することにより、周辺環境を保全する。 
・敷地に緑地帯を配備し、周辺の風景と調和した施設デザインとする。 
・ごみの焼却に伴う蒸気を利用した発電を行うことにより、エネルギー回収を行う。 
・ごみの焼却に伴う熱を利用したロードヒーティング（融雪）設備を設置する。 
・発電及び熱利用を合わせ、エネルギー回収率１６％以上を目指すことにより、温室効果ガス排出量を 
削減する。 

・収集運搬の効率化により、ごみの収集車両の走行に伴う温室効果ガスを削減する。 
 

⑤持続可能な地域社会に貢献する施設運営の推進 
組合は、ごみ処理の収集運搬及び処理・処分までの一連を適正に管理・運営する。また、施設見学や

資源循環マップの配信などにより、地域の環境教育拠点とするとともに、非常用電源等の配備により災

害対応拠点の役割も担うものとする。 
＜具体的行動例＞ 
・ごみの収集運搬及び処理・処分を適正に管理運営し、情報提供を積極的に行う。 
・民間事業者及び市町と連携し、一般の資源回収拠点を実施している店舗を示した南越管内の地図「循

環型社会地域マップ」を配信することで、本圏域の再資源化をより一層推進する。 
・第１清掃センターでは、循環型社会形成の推進を目的として、施設の仕組みや、ごみの分別や出し方

について学んでいただくため、地域の環境教育拠点としての役割を果たすべく、施設見学会の実施

を積極的に行う。 
・第１清掃センターでは災害時の停電時にも、焼却炉を自立運転できるよう、非常用電源を確保する。 
・小学校の社会科見学での施設見学や小学４年生向け副読本「ゴミと住みよい暮らし」の配布を通じ

て、ごみの減量及び分別、資源化の大切さについて啓発を行う。  
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（３）構成市町が実施主体となる施策 

取組の 

方向性 
取組の名称 取組の内容 実施主体 

３Ｒの 

推進 

ごみの分別の普及・促進 

分かりやすいごみの分別ポスターを作成・配付し周知を図

る。また、様々なメディアを通じて、ごみの分別に対する情

報提供を行い啓発を図る。 

構成市町 

食べきり運動の推進 

飲食店での食べ残しや家庭での食材の買い過ぎ、料理の作り

過ぎなどによる食品ロスを削減するため食べきり運動を推進

し、生ごみの発生抑制を図る。 

構成市町 

生ごみの堆肥化 

生ごみ堆肥化(食Ｕターン)事業を継続し、生ごみの排出抑制

とリサイクルを推進する。 
池田町 

家庭ごみの分け方・出し方に関する出前講座などを通じて、

家庭でのごみ減量化を推進する。 
南越前町 

生ごみの処理器等の購入

助成 

生ごみ処理器の購入助成を行い、各家庭での生ごみの減量

化、堆肥としてのリサイクルを推進する。 

越前市 

南越前町 

フードドライブの実施 
フードドライブを連携事業者と協働して実施し、必要とする

団体に寄付することで、フードロスの削減を図る。 
越前市 

古紙・古布類の集団回収

の推進 

住民団体及び収集業者が実施する集団回収の回収量に応じた

奨励金の交付により古紙・古布類のリサイクルを推進する。 
構成市町 

雑がみの分別・資源化の 

推進 

お菓子やティッシュの箱、包装紙やパンフレットなどの雑が

みの分別・資源化の啓発を行う。 
構成市町 

事業系ごみの排出抑制 

対策 

事業系ごみ発生量抑制を図り、分別収集を進めて資源化を促

進する。 
構成市町 

小型家電リサイクルの 

推進 

公民館などの身近な場所に回収ボックスを設置し、電子機器

などの小型家電の分別回収を行い、リサイクルを推進する。 
構成市町 

廃油の回収 

家庭や飲食店から破棄される廃油を回収し、バイオディーゼ

ル燃料として再生し再利用することで、廃棄物の減量化を図

る。 

池田町 

エコポイント活動の展開 

家庭のエコ活動と地域の商工業者・行政が一体となり、環境

にやさしい行動をポイントという目に見える形で行動者に還

元させるエコポイント活動を展開することで、環境と経済の

相乗効果を発揮し、ごみ減量化とリサイクルの推進を図る。 

池田町 

空きかん・ペットボトル 

自動回収機の設置 

空きかん・ペットボトル回収機を設置し、エコポイントの発

行、行動者への還元を行い、リサイクルの促進を図る。 
池田町 

廃棄物の 

適正処理 
不法投棄防止活動の推進 

定期パトロールの実施や監視カメラの設置による監視体制の

強化、不法投棄防止看板の設置などを推進する。また、県や

警察との合同パトロールの実施などにより不法投棄防止を推

進する。 

構成市町 
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ごみステーション整備 

事業の推進 

ごみステーションの新規設置や更新・修繕に対し、経費の助

成を行い地域住民の生活環境の充実とごみ収集の円滑化を図

る。 

南越前町 

池田町 

環境教育 

環境行動 

出前講座の実施 

環境出前講座を開催し、外国籍市民を含めた市民や事業者に

対し、ごみの正しい分別や生ごみの水切り、買い物袋の持

参、詰め替え製品の推奨などの排出抑制、店頭回収及びリタ

ーナブルびんの回収などのリサイクルに関する啓発を行う。 

構成市町 

住民リーダーの育成 

ごみ減量化リサイクル推進員研修会などを通して、住民リー

ダーを育成し、地域におけるごみの分別、減量化や資源化の

意識啓発を推進する。 

南越前町 

環境学習の推進 
環境学習会の開催や、環境学習イベント、指導者の派遣制度

についての情報を住民に提供し環境学習の推進を図る。 
構成市町 

行政、市民、事業者の協

働の推進 

環境に関する情報の発信や、市民・事業者と協働で取り組ん

でいくためのネットワークを築くためにイベントや講座を開

催することで、地球温暖化対策や地域におけるごみの分別、

減量化や資源化の意識啓発を推進する。 

構成市町 

農協・生協・社協と協働して、生産から消費までに発生する

フードロスの削減に取組み、ごみの減量と環境意識の啓発を

図る。 

越前市 

外国籍市民のごみ分別等

の意識啓発 

増加する外国籍市民に対し、外国語での案内チラシの作成・

配付や出前講座などでのごみ分別等の周知を図る。 
越前市 

 
（４）南越清掃組合が実施主体となる施策 

３Ｒの 

推進 

意見交換 

第１清掃センターにおいて焼却するごみを減量するべく，ご

み発生の減量化及びごみの再資源化について，管内の意見交

換を行う。 

南越清掃 

組合 

施設見学会の開催 
第１清掃センターにて施設見学会を開催し、適切なごみの分

別、ごみの減量化の周知を行う。 

南越清掃 

組合 

調査・研究 

引き続き，法制度，処理技術及び経済情勢の変化並びにバイ

オマスメタン発酵施設など他施設の実情について積極的に情

報収集し，少なくとも２年に１回，調査及び検討の状況を公

表する。 

南越清掃 

組合 

金属類・電気製品、自転

車、古紙類の回収 

旧第 1 清掃センター敷地跡に整備したストックヤードによ

り、金属類・電気製品、自転車、古紙類の回収を常時行うこ

とにより再資源化を図る。 

南越清掃 

組合 

【令和元年７月２４日調停調書４－（２）】 
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実施年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

意見交換の実施 
越前市 実施 実施 実施予定 
南越前町 実施 実施 実施予定 
池田町 実施 実施 実施予定 

 
実施年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
調査・研究の実施  実施 実施 検討予定 

 
 
（５）人口及びごみ量の推計 

区分 
令和６年度 令和７年度 

令和６年度比 
令和 12 年度 

実績値 推計値 推計値(目標値)４ 

人口      （人） 91,818 90,968 -850 86,503 

ごみ排出量 （ｔ） 26,579 26,656 77 25,207 

 家庭系ごみ 18,653 18,760 107       17,404 

 事業系ごみ 7,926 7,896 -30 7,803 

集団回収量（ｔ） 1,255 1,244 -11 1,176 

ごみ排出量 

＋集団回収量（ｔ） 
27,834 27,901 67 26,383 

５家庭系ごみ１人１日 

当りの排出量 

(g/処理人口･日） 

556 565 9 551 

集団回収量１人１日 

当りの排出量 

(g/処理人口･日） 

37 37 0 37 

家庭系ごみの資源ごみ 

を除く１人１日当りの 

排出量(g/処理人口･日） 

493 503 10 496 

「ごみ排出量＋集団回収

量」１人１日当りの 

排出量(g/処理人口･日） 

830 840 10 836  
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（６）ごみの種別ごとの組合搬入量の推計 

単位:t 

一般ごみ区分 
    年度 

種別 
令和６年度実績 令和７年度見込 令和６年度比 

令和１２年度 

推計値 

組
合
搬
入
ご
み
量 

可燃ごみ 燃やせるごみ 21,095 21,328 233 20,600 

不燃ごみ 

燃やせないごみ 1,549 1,449 -100 1,160 

直接埋立ごみ 0 0 0 0 

粗大ごみ 

可燃粗大 1,218 1,216 -4 1,178 

不燃粗大 496 502 6 421 

資源化 

物 

古紙類 26 26 0 26 

有害物 51 50 -1 42 

プラスチック製 

容器包装 
1,108 1,060 -48 896 

あきかん 229 232 3 188 

あきびん 548 535 -13 447 

ペットボトル 237 236 -1 226 

その他 22 22 0 21 

合計 26,579 26,656 75 25,207 

家
庭
・
事
業
系 

別
の
ご
み
量 

家庭系ごみ６ 18,653 18,760 108 17,404 

事業系ごみ７ 7,926 7,896 -10 7,803 

合計 26,579 26,656 78 25,207 
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３ 収集・運搬計画 
（１）ごみの収集・処理主体 

ごみの収集方法は、委託による収集、許可業者による収集、自己搬入とする。ごみ種別ごとの収集処理

主体を表－１、表－２に示す。 
表－１ 家庭系ごみの収集・処理主体 

ごみの種類 収集主体 処理主体 

収
集
ご
み 

燃やせるごみ（畳・布団・カーペット類含む） 組合（委託） 組合（第 1 清掃センター） 

燃やせないごみ 組合（委託） 組合（第 2 清掃センター） 

スプレー缶 組合（委託） 組合（第 2 清掃センター） 

粗大ごみ（可燃・不燃） 組合（委託） 組合（第 2 清掃センター） 

有害物（蛍光灯、ライター、乾電池、水銀式体温計等） 組合（委託） 組合（第 2 清掃センター） 

プラスチック製容器包装 組合（委託） 組合（第 2 清掃センター） 

空きかん 組合（委託） 組合（第 2 清掃センター） 

空きびん（透明・茶・その他） 組合（委託） 組合（第 2 清掃センター） 

ペットボトル 組合（委託） 組合（第 2 清掃センター） 

資
源
化
物 

古紙類 
集団回収団体 

南越前町(紙ごみ回収拠点) 
資源回収業者 

牛乳パック、白色トレイ 排出者 販売店、スーパー等の店頭回収 

その他有価物（携帯電話、金属、パソコン、小型家電等） 
排出者・メーカー 

構成市町８ 

販売店、処理業者、メーカー 

組合（ストックヤード、第 2 清掃センター） 

持
ち
込
み
可
能
ご
み 

直接埋立ごみ 排出者・許可業者 組合（第 2 清掃センター） 

自己搬入または 

許可収集 

引越し時等の多量ごみ 排出者・許可業者 組合（第 2 清掃センター）、処理業者 

剪定枝、除草 排出者・許可業者 組合（第 1 清掃センター）、処理業者 

適正処理困難物９ 
廃タイヤ、バッテリ－ 

スプリングマットレス 
排出者・許可業者 

組合（第 2 清掃センター） 

処理業者、販売店 

処
理
で
き
な
い
ご
み 

農機具用品類、薬品、各種オイル類 排出者 農協、販売店、廃棄物処理業者 

プロパンガスボンベ、消火器、バイク等 排出者 販売店 

家電リサイクル 

製品 

冷蔵庫（冷凍庫含む）、 

テレビ（液晶、プラズマ含む）、 

洗濯機、衣類乾燥機、 

エアコン 

排出者 許可業者 販売店 許可業者 
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表－２ 事業系ごみの収集・処理主体 

ごみの種類 収集主体 処理主体 

燃やせるごみ（畳・布団・カーペット類含む） 排出者・許可業者 組合（第 1 清掃センター） 

燃やせないごみ 排出者・許可業者 組合（第 2 清掃センター） 

スプレー缶 排出者・許可業者 組合（第 2 清掃センター） 

粗大ごみ（可燃・不燃） 排出者・許可業者 組合（第 2 清掃センター） 

有害物（蛍光灯、ライター、乾電池等） 排出者・許可業者 組合（第 2 清掃センター） 

プラスチック製容器包装 排出者・許可業者 組合（第 2 清掃センター） 

空きかん 排出者・許可業者 組合（第 2 清掃センター） 

空きびん 排出者・許可業者 組合（第 2 清掃センター） 

ペットボトル 排出者・許可業者 組合（第 2 清掃センター） 

 
（２）ごみの分別区分 

原則として，現在のごみの分別区分を前提として焼却炉等を設計したことを確認し，今後も，地元住民

（管内（南越前町，越前市及び池田町の区域をいう。）に住所，事業所，通勤・通学先及び不動産を有す

る者をいう。以下同じ。）によって適切な分別が行われるように周知徹底する。 
                          【令和元年７月２４日調停調書２－（１）】 

 
実施年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
周知徹底の実施 実施 実施 実施予定 

 
本組合管内におけるごみの分別区分を表－３に示す。本組合では５種１１分別を実施しており、そのう

ち９品目（空きびんの色分別を入れると１１品目）について分別収集を行っている。なお、池田町では

「食Ｕターン事業」に伴い、生ごみを分別収集している。 
表－３ ごみの分別区分（令和３年１月以降） 

ごみの種類 例  示 
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燃やせるごみ 

・台所ごみ（食用油は新聞紙等にしみこませる） 

 再生できない紙くず類、貝殻、紙おむつ、生理用品 

 木くず・竹・少量の剪定くず等（５㎝角、５０㎝までの長さで 

束にするか指定袋に入れる） 

・衣類（下着類、綿入り衣類、靴下、ストッキング、枕） 

（１ｍ以内に切断し、金属類は取り除く） 

・ぬいぐるみ（指定袋に入る大きさまで） 

・在宅医療廃棄物（非感染性で鋭利でないものに限る） 

・廃プラスチック類のうち汚れが付着し洗浄が困難な 

 「プラスチック製容器包装（プラマーク）」 

 「プラマーク以外のプラスチック製容器包装」 

 「ペットボトル（ＰＥＴマーク）」 

・ビデオテープ、カセットテープ 

ごみの種類 例  示 

燃やせないごみ 

・ガラス類（コップ、板・耐熱ガラス、化粧品のびん） 

・家庭炊事用品（鍋、包丁、やかん、フライパン等） 

・陶磁器類（茶碗、湯呑、酒類・飲料水のびん、花瓶等） 

・傘、時計、鏡、ＤＶＤ等 

・ビニール系・プラスチック類（おもちゃ類、ＰＰバンド、 

ホース等） 

・ゴム、皮革製品（靴、サンダル、スリッパ、カバン等） 

粗大ごみ 

・木製品類（木製家具、ソファー、テーブル、ふすま、こたつ等） 

・寝具・畳・カーペット類（布団、毛布、座布団等） 

・その他（大きなプラスチック製品・陶磁器類等） 

有害物 
・電池類（リチウム電池含む）、蛍光灯、水銀灯、電球（LED 含む）、 

体温計（電子体温計除く）、ライター、電子たばこ 

資
源
物 

プラスチック製 

容器包装 

・ポリ袋、ラップ類（レジ袋、菓子袋、包装ラップ） 

・トレー類（惣菜のトレー、弁当の容器） 

・パック、カップ類（カップめんの容器、ゼリー・プリンの容器、 

卵のケース、豆腐の容器） 

・発砲スチロール 

・その他（ネット、緩衝材類、ペットボトルのふた・ラベル） 

空きかん 
・飲食物が入っていた缶（缶詰、清涼飲料水、酒類の缶、菓子類の缶、 

ペット用缶詰等） 

空きびん 
・飲食物が入っていたびん（リターナブルびん類以外の清涼飲料水、食

用油、一升瓶、割れたリターナブルびん等） 

ペットボトル 
・食料用（清涼飲料水、酒類などの容器） 

・調味料用（醤油、みりん、料理酒等の容器、ソース容器は除く） 

スプレー缶 ・スプレー缶、カセットガスボンベ 

古紙類 
・新聞、段ボール、雑誌類、チラシ、紙製容器包装類、 

牛乳パック類(内面が白色のもの） 

小型家電 
・電気シェーバー、ヘアドライヤー、アイロン、デジタルカメラ、 

小型ラジオ等 

処理困難物 ・タイヤ、バッテリー、スプリングマット 
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収集しないごみ 

・農機具(トラクター、コンバイン等）、農業用廃ビニール・ 

廃金属類、農薬のびん 

・プロパンガス等ボンベ、消火器 

・廃油、各種オイル類、ペンキ、農薬等薬品類 

・レンガ、コンクリート片、漬物石等 

・ピアノ、仏壇、仏具、 

・自然石・砂  

・家電リサイクル法対象家電製品 

 （エアコン、テレビ、冷蔵(凍)庫、洗濯機、衣類乾燥機） 

 
 
   
（３）ごみの収集頻度 

＜越前市・武生地区＞ 収集者：収集委託業者 
燃やせるごみ 週２回  月・木コース 火・金コース のどちらか 

燃やせないごみ 月２回  第２、第４の指定された曜日 

プラスチック製容器包装 週１回  指定された曜日 

資源物１０･有害物 月２回  第１、第３か第２、第４の指定された曜日 

粗大ごみ 年１回  ４月～１１月  原則月曜日収集 

 
＜越前市・今立地区＞ 収集者：収集委託業者 
燃やせるごみ 週２回  【粟田部、服間】月、木曜日【岡本、南中山】火、金曜 

燃やせないごみ 月２回 
 第２、第４ 【服間】月曜日 【南中山】火曜日 

 第２、第４ 【岡本】木曜日 【粟田部】金曜日 

プラスチック製容器包装 週１回  【全地区】毎週水曜日 

資源物･有害物 月２回 
 第１、第３  【服間】月曜日 【南中山】火曜日 

 第１、第３  【岡本】木曜日 【粟田部】金曜日 

粗大ごみ 年１回  ４月～１１月  原則月曜日収集 

 
＜南越前町・南条地区＞ 収集者：収集委託業者 
燃やせるごみ 週２回  火、金曜日 

燃やせないごみ 月２回  第１、第３ 水曜日 

プラスチック製容器包装 週１回  【全地区】毎週水曜日 

資源物･有害物  
月１又

は２回 

 【日野川西部】第２金曜日・【日野川東部】第４金曜日 

【日野川西部】第４金曜日集落 東谷・日野・奥野々・上別所 

【日野川東部】第２金曜日集落 堂宮・金粕・桜町・中小屋・ 

               阿久和  

粗大ごみ 年２回  ５、１０月の指定日 
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＜南越前町・今庄地区＞ 収集者：収集委託業者 
燃やせるごみ 週２回  【湯尾、宅良】月、木曜日 【今庄・鹿蒜・堺】火、金曜日 

燃やせないごみ 月２回 
 【湯尾、宅良】第２、第４の金曜日 

 【今庄・鹿蒜・堺】第２、第４の水曜日 

プラスチック製容器包装 週１回  【湯尾、宅良】水曜日 【今庄・鹿蒜・堺】月曜日     

資源物･有害物  月２回 

 【湯尾、宅良】第１、第３の金曜日  １、２月は第３金曜日のみ 

 【今庄】第１、第３の水曜日  １、２月は第３水曜日のみ 

 【鹿蒜、堺】第２、第４水曜日  １、２月は第４水曜日のみ 

粗大ごみ 年２回  ５、１０月の指定日 

 
 
＜南越前町・河野地区＞ 収集者：収集委託業者 

燃やせるごみ 
週２又は 

３回 

 【大谷、赤萩、河野、今泉、甲楽城、糠】月､水､金曜日 

 【大良、桜団地、河内、具谷】月、金曜日 

燃やせないごみ 月２回  【全地区】第１、第３水曜日 

プラスチック製容器包装 週１回  【全地区】毎週金曜日 

資源物･有害物  月２回  【全地区】第２、第４金曜日  ※１、２月は第２金曜日のみ 

粗大ごみ 年２回  ５～６月、９月～１０月の指定日 

 
＜池田町＞ 収集者：収集委託業者 
燃やせるゴミ 週１回  水曜日 

燃やせないごみ 月２回  【上池田】第１、第３の木曜日【下池田】第２、第４の木曜日 

プラスチック製容器包装 週１回  【全地区】毎週火曜日 

資源物･有害物  月２回 
 【上池田】第２、第４の木曜日 ※１、２月は第４木曜日のみ 

 【下池田】第１、第３の木曜日 ※１、２月は第３木曜日のみ 

粗大ごみ 年２回  ５～６月、１０～１１月の指定日   
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（４）ごみの収集方法 

収集方法を表－４及び表－５に示す。「定期収集」は無料、「直接搬入」・「許可収集」は有料で収集処理

する。 
ごみの収集については、一般的な家庭が通常の生活を営むことによって排出されるごみを対象とする。

引越、側溝の清掃、日曜大工など特別の事情により排出される多量のごみは収集しない。（多量のごみと

は、概ね１回の排出時に１５kg を超える程度とする。） 
また、少量の事業系ごみについては、事業主の生活系ごみと併せて排出され、質的、量的に一般家庭か

ら排出される程度のもので、ごみステーションの周辺環境に悪影響を及ぼさない範囲であれば収集する。 
家庭系ごみの排出日は、地域ごとに定められた収集日当日とし、午前８時までに決められた場所に出

す。これらは、基本的な排出方法を明示しており、管理者が定めるなどこれによらない場合がある。 
 

表－４ 収集形態 

ごみの種別 収集形態 注意事項 

燃やせるごみ 指定袋（白色不透明） 

剪定くず等は長さ５０㎝太さ直径５㎝まで、 

紐で縛って束にするか指定袋に入れる。１袋（束）

５㎏までとし、１回に３袋（束）までとする。 

衣類は１ｍ以内に切断し金属類を取り外す。 

生ごみはよく水切りをする。 

燃やせないごみ 一般の袋（無色透明） 

ホース、ロープ、リボンなどの紐状なものは長さ５

０㎝以内に切断する。 

ガラス、陶磁器類、包丁などは新聞紙等に包み 

「危険物」と書く。 

粗大ごみ 

集積所で３種類に分別 

（木製品類、寝具・畳・ 

カーペット類、その他） 

長さ １．８ｍ以下 

重さ  ４０kg 以内 

大きさ  １㎥以内 

プラスチック製 

容器包装 
指定袋（ピンク色半透明） 

汚れが少しついているものは、さっと水洗いする。 

発砲スチロールは袋に入る程度の大きさに割る。 

スプレー缶 コンテナ（赤） 中身を完全に使い切り、穴を開けずに出す。 

有害物 コンテナ(赤・灰） 使い捨てライター、電子たばこも有害物 

空きかん カンメイト 汚れを落とし、不純物は取り除く。 

空きびん コンテナ（黄、茶、水色）   

ペットボトル ペットメイト  
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表－５ ごみ種別収集方法 

定期収集は、指定日に指定ごみステーションに出される分別されたごみで組合が無料で収集する。 
許可収集は、許可業者が事業者及び個人との契約により有料で収集する。 
直接搬入は、排出者が処理施設に直接搬入するごみで有料処理する。 
なお、有料の場合の処理手数料の額は、条例の定めによる。 
また、ストックヤードでは、金属類と電気製品類、自転車、古紙類を直接搬入により受入れする。 

ごみの種類 定期収集 許可収集 直接搬入 拠点回収 

家
庭
系
ご
み 

燃やせるごみ ○ ○ ○ × 

燃やせないごみ ○ ○ ○ × 

直接埋立ごみ × ○ ○ × 

粗大ごみ ○ ○ ○ × 

有害物 ○ ○ ○ × 

プラスチック製容器包装 ○ ○ ○ × 

空きかん１１ ○ ○ ○ ○ 

空きびん ○ ○ ○ × 

ペットボトル ○ ○ ○ ○ 

金属類・小型家電１２ × ○ ○ ○ 

事
業
系
ご
み
１
３ 

燃やせるごみ × ○ ○   

燃やせないごみ × ○ ○   

直接埋立ごみ × × ×   

粗大ごみ × ○ ○   

有害物 × ○ ○   

プラスチック製容器包装 × ○ ○   

空きかん × ○ ○   

空きびん × ○ ○   

ペットボトル × ○ ○   

金属類・小型家電 × ○ ○   
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表―６ 組合のごみ受付時間 

施 設 受 付 時 間 
第１清掃センター 平日 

午前８時３０分～ 
午後４時３０分 

第２清掃センター 平日 
※粗大ごみ処理施設においては、毎月第２日曜日

に予約制で一般家庭ごみの休日受入れを実施 
ストックヤード 月、火、金、土、日曜日 
※１２月２９日から翌年１月３日までは休業 
 
原則として、月曜日から金曜日の午前８時３０分から午後５時までの時間帯以外には、廃棄物を第１清

掃センターに持ち込まない。ただし、申立人らは、定期収集車が道路事情のため午後５時を若干過ぎる場

合があることは容認する。               【令和元年７月２４日調停調書２－（５）】 
 

 
 

 
（５）ごみステーション 

ごみステーションの設置基準は下記のとおりとし、円滑かつ効率的に家庭ごみを収集する。  
ごみの種別 設置基準１４ 

燃やせるごみ 概ね２０世帯に１か所  

燃やせないごみ 
概ね２０世帯に１か所 

プラスチック製容器包装 

空きかん、空きびん、ペットボトル 
概ね５０世帯に１か所  

スプレー缶、有害物 

粗大ごみ １町内に１か所 

 
（６）収集運搬の委託・許可及び処分の許可 

収集運搬・処分は、委託によるほかは、許可業者が行う。 
新規の業の許可については、管内のごみの適切な処理が継続的かつ安定的に実施できるよう、ごみの排

出量の状況、リサイクル促進等を考慮して適正に判断する。 
収集運搬業の許可については、現状の体制で円滑に収集運搬がなされていると判断されることから現

体制を維持する。 
① 家庭系ごみは、下表により収集運搬する。 

収集委託許可業者 収集区域 備考 

㈱武生環境保全  越前市（一部）、南越前町南条地区 定期収集 

㈱ダイエイ  越前市（一部）、南越前町今庄地区・河野地区、池田町 定期収集 

協栄産業㈱  越前市今立地区 定期収集 

実施年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
時間帯以外の持ち込み 実施 実施 実施予定 



P25 
 
② 事業系ごみは、下表により収集運搬する。 

許可業者 事業範囲 許可期限 備考 

㈱武生環境保全 収集・運搬（事業系一般廃棄物） R8.03.30 家電を含む１５ 

㈱ダイエイ 収集・運搬（事業系一般廃棄物） R8.03.30 家電を含む 

協栄産業㈱ 収集・運搬（事業系一般廃棄物） R8.03.30 家電を含む 

㈲ホクエー産業 収集・運搬（事業系一般廃棄物） R8.03.30 家電を含む 

㈲南越ｸﾘｰﾝｼｽﾃﾑ 収集・運搬（事業系一般廃棄物） R9.08.31 家電を含む 

許可業者数は令和８年１月 1 日現在 
③ その他（収集品目を限定した許可業者） 

許可業者 事業範囲 許可期限 備考 

㈱アイシー物流 収集・運搬（家電リサイクル製品のみ） R8.08.25  

㈱ビコー 収集・運搬（家電リサイクル製品のみ） R8.07.28  

矢部商店 収集・運搬（魚腸骨限定）  R8.03.30  

中西木材㈱ 
収集・運搬(木くず、臨時的な粗大ごみ等に限

る） 
R9.03.31  

㈱ミヨシ 収集・運搬（木くず） R9.09.26  

ファイントラスト㈲ 収集・運搬（臨時的な粗大ごみ等に限る） R8.03.07 家電を含む 

(公社）越前市シルバ

ー人材センター 
収集・運搬（臨時的な粗大ごみ等に限る） R8.10.10 家電を含む 

コパー㈱ 収集・運搬（家電リサイクル製品のみ） R9.06.25  

クリーンサービス光明 収集・運搬（動物の死体に限る） R9.03.31  

NPO 法人福井県セルプ

振興センター 
収集・運搬（ペットボトルに限る） R9.10.31  

 
④ 一般廃棄物の処分を業として許可した業者 

許可業者 事業範囲 許可期限 備考 

中西木材㈱ 処分（木くず） R8.12.21   

㈱ミヨシ 処分（木くず） R9.09.26   

㈱武生環境保全 処分（固形燃料用廃プラスチック、木くず） R8.07.15   

       許可業者数は令和８年１月１日現在 
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（７）収集・運搬のための施策 

ごみ排出のルールが守られるよう適正排出の指導に努めるとともに、排出ルールが守られていないご

みは収集せず取り残しなどの措置を行う。 
（ア）収集業者の選定を適正に行い、効率的な収集運搬体制を確立する。 
（イ）粗大ごみの休日有料受入れを実施することにより、引越しなどの臨時的に大量に排出せざるを得

ない利用者の利便性を確保するとともに、通常の無料収集日を利用する住民との区別化を図る。 
（ウ）分別収集の徹底を図る。 
（エ）搬入道路以外の道路 

ごみ収集を委託した事業者に対し、原則として、地元自治会へ報告した搬入路以外の道路を通行させな

い。 
また、災害発生時などの緊急時に、所定の搬入路以外の道路を通行する場合は、地元自治会に対し、遅

滞なく報告し、交通安全対策などを協議することとし、必要な条件を設定した上で、地元自治会の了解を

得るように努める。                  【令和元年７月２４日調停調書２－（６）】 
実施年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
所定の搬入路以外の道路を通行させない 実施 実施 実施予定 
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（オ）搬入経路の再検討 

本組合は、上平吹橋の改修工事をふまえ、道路状況の変化及び沿線集落の意見などに基づき、北側の搬

入経路を再検討する。                  【令和元年７月２４日調停調書２－（７）】 
実施年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
北側の搬入経路を再検討 検討 検討 検討予定 

 
 
（カ）交通事故防止  

関係機関と連携し、交通事故防止のため、施設周辺の搬入路について、消雪設備の増設、南条勤労者体

育センター先交差点など交通量の多い地点への信号機の設置並びに道路の拡幅及び歩道整備などの対策

に努める。収集業者に対して、安全衛生講習会を開催し、交通安全の意識向上を図る。 
実施年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
対策 要請 要請 要請予定 
また、本組合は、交通事故を防止するため、ごみ収集事業者に対し、ごみ収集をする際は登校時間帯

（午前７時から午前８時）をできる限り避け、未就学児や児童の通行に細心の注意を払うなど安全運転

の指導を徹底する。                  【令和元年７月２４日調停調書２－（８）】 
実施年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
登校時間帯を避ける 実施 実施 実施予定 
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（キ）ステッカーによる識別 

本組合は、第１清掃センターへごみを搬入できる収集事業者を、本組合が委託した特定の事業者に限定

する。 
本組合は，地元自治会の意見を聴いた上で、事業者へごみ収集を委託する際の遵守事項（法令順守、環

境保全、交通安全など）を決定する。 
本組合は、ごみ収集車にステッカーを貼付させるなど受託事業者の車両であることが住民にも確認で

きる方策を検討・実施する。                【令和元年７月２４日調停調書２－（９）】 
 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
法令順守、ステッカー貼付 実施 実施 実施予定 

 
（タテ×ヨコ：３０㎝×４２㎝） 
 

（ク）無事故無違反コンクールの積極的な参加 
収集運搬業者に対し、事業所別の無事故無違反コンクールの積極的な参加を推奨する。これにより、収

集運搬業者がこぞって、交通安全意識の高揚と正しい交通ルール、交通マナーの実践により交通事故の

防止を図る。 
 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
無事故無違反コンクールの参加 実施 実施 実施予定 
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令和３年度交差点を線で囲むことで事故防止等に努めた。 

《参考》 
南越前町では、南越前町第２次総合計画に基づき交通安全集落要望のある交通安全施設については、町

の交通安全検討委員会において必要性や設置の適否を判断し、必要に応じて公安委員会や福井県へ要望

している。 
 

●上空から 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●交差点から 
 
   



P30 
 

４ 中間処理計画 
（１）ごみの種類別の処理方法 

ごみの種類 処理施設 処理方法 

燃やせるごみ（畳・布

団・カーペット類含む） 

ごみ焼却施設 

（第１清掃センター） 
焼却処理の後、焼却残渣は埋立処分する。 

燃やせないごみ 

粗大ごみ処理施設 

（第２清掃センター） 

破砕・選別の後、資源物は資源化、可燃物は第 1 清

掃センターで焼却し、焼却残渣は埋立処分する。 

粗大ごみ（可燃・不燃） 

破砕・選別の後、資源物は資源化、可燃物は第 1 清

掃センターで焼却し、焼却残渣は埋立処分する。一

部再生品として住民に提供する。 

有害物 破砕処理後密封し、資源化のため外部搬出する。 

空きかん 
選別・圧縮減容の工程を経て、資源化のため外部搬

出する。 

空きびん 色別に保管した後、資源化のため外部搬出する。 

プラスチック製容器包装 
プラスチック圧縮減容施設 

（第２清掃センター） 
選別・圧縮梱包の後、資源化のため外部搬出する。 

ペットボトル   保管した後、資源化のため外部搬出する。 

直接埋立ごみ   プラットホームで選別後、埋立処分する。 

その他ごみ 

（廃タイヤ・バッテリー他） 
  

処理困難物として受け入れし、一時保管後処理業者

へ搬出する。 

 
（２）中間処理のための施策 

（ア）施設の計画的な維持補修により、最適に管理し、また運転管理委託事業者の技術向上等により、中

間処理における効率化、環境負荷の低減に努める。 
（イ）適正処理困難物については、処理ルートの確保に努め、不法投棄の抑制を図る。  
（ウ）燃やせないごみ・粗大ごみの処理施設における機械選別による分別を徹底し、資源を取り出しリサ

イクル率の向上に努める。 
（エ）粗大ごみ処理施設に搬入された電化製品を選別し、資源化することにより再生可能な資源化物の

有効利用を促進する。 
（オ）生活環境影響調査 

第２清掃センターにおいて、公害防止協定に基づき騒音、振動、臭気について毎年測定を実施し、調査

結果を公表する。 
実施年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
公表 実施 実施 実施予定 
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（３）中間処理の推計 

区分 
令和６年度 

実績 

令和７年度 

見込 
令和６年度比 

令和 12 年度 
摘要 

推計値 

ごみ搬入量 26,579 26,656 77 25,207   

中
間
処
理
量 

焼却処理施設 23,684 23,370 -314 22,381  

 
 第 1 清掃センター 21,733 21,328 -405 20,600  

粗大ごみ処理施設 

排出可燃物 
1,951 2,042 91 1,781 

第 1 清掃セン

ターへ搬入 

粗大ごみ処理施設 2,858 3,164 306 2,760   

プラスチック圧縮減容処理 1,108 1,059 -49 896   

あきかん選別圧縮処理 229 232 3 188   

【資源ごみ】 

(びん・ペットボトル類外) 

【有害ごみ】 

（乾電池・蛍光灯類外) 

651 873 222 763  

直接埋立量 0 0 0 0   

単位：ｔ 
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５ 資源化のための施策 
（１）資源化のための施策 

収集したごみをできる限り再資源化するため下記の事項に取り組む。 
（ア）施設に搬入されたごみの中から古紙類・段ボール等を選別し資源化することとし、有価物として売

却する。 
（イ）収集された空きかん・びんを選別し、異物の除去を行い資源化する空きかん・びんの品質向上に努

める。 
（ウ）粗大ごみ処理施設に搬入された廃棄物の中から利用可能なものを選別し、点検・清掃・補修を施す

ことにより廃棄物の再利用を促進する。 
（エ）粗大ごみ処理施設において処理が困難なスプレー缶を分別収集することにより資源化物としての

品質を確保し資源化を促進する。 
（オ）粗大ごみ収集及び持ち込みごみの中から使用済み小型家電を選別回収し、小型家電製品に多く含

まれるレアメタルのリサイクルに取り組む。 
（カ）ストックヤードに持ち込まれた金属類、電気製品、自転車、古紙類について資源化を図る。 
 
（２）集団回収量の推計  

             単位:t 
             年度 

 種別 
令和６年度実績 令和７年度見込 令和６年度比 

令和 12 年度 
適用 

推計値 

古紙 878 870 -8 821   

段ボール 308 299 -10 298   

古布 0 0 0 0   

空きかん 0.1 0 -0.1 0   

リターナブルびん 0.0 0 0 0   

金属類 17 17 0 15   

小型家電 4 4 0 4   

生ごみ(食Ｕターン） 47 54 0 52 池田町のみ 

集団回収合計 1,254 1,244 -11 1,190   
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（３）資源化量の推計 

       単位:t 

区分 
令和６年度 

実績 

令和７年度 

見込み 
令和６年度比 

令和 12 年度 
摘要 

推計値 

資源化総量 5,817 5,861 44 4,386   

資
源
化
処
理 

破砕選別金属 304 329 25 287   

圧縮かん 207 209 2 183   

上記以外の金属類 41 35 -6 30   

プラスチック製容器包装 1,108 1,060 -48 896 圧縮梱包 

破砕プラスチック(熱回収) 971 929 42 785 圧縮梱包/焼却 

空きびん 535 535 0 447 手選別 

再生修復 8 8 0 7 手選別・修復 

資
源
化
委
託 

ペットボトル 234 236 2 226 資源化業者 

電気製品 64 82 18 72 資源化業者 

古紙類 26 29        3 25 資源化業者 

その他（乾電池、蛍光灯 

タイヤ、バッテリー等） 
108 104 -4 97 資源化業者 

集団回収 1,255 1,244 37 1,176   

食Ｕターン回収(池田町) 47 54 7 52   

金属類・電気製品等 110 109 -1 103 資源化業者 

店頭回収 847 898 51   

リサイクル率  （％）１６ 17.79% 17.59% -0.06% 16.41%  

リサイクル率  （％）１７ 

（熱回収分を含む） 
20.91% 21.06% -0.06% 19.61% 

【R12 目標値】 

20% 

第 1 清掃センター稼働より、固形燃料化していた廃プラスチックを焼却とすることによりマテリアル

リサイクル率はわずかに低下するものの、焼却による熱エネルギーを利用して発電を行うことから、資

源有効活用の観点からは従来と変更はない。よって、本計画では廃プラスチックのサーマルリサイクル

（熱回収）分を含めたリサイクル率を指標とする。  
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６ エネルギー回収計画 
（１）エネルギー回収のための施策 

第 1 清掃センターでは、焼却による熱エネルギーを利用して蒸気タービンによる発電を行うことによ

り、一部を場内の自家消費に充て商用電力需要の削減を図るとともに、余剰電力については売却するこ

ととし、温室効果ガスの削減に貢献するものとする。また、冬季間においては余熱を場内の融雪に活用

（ロードヒーティングシステム）し、熱回収による発電と合わせて、１６％以上のエネルギー回収率を

目指すものとする。 
 

区分 
令和６年度 

実績 

令和７年度 

見込 

令和８年度

計画 
備考 

発電電力量（kWh） 9,923,610 9,909,768 9,475,251  

施設の電力使用量（kWh） 3,037,779 3,058,231 3,146,451  

買電電力量（kWh） 65,770 67,154 73,614  

売電電力量（kWh） 6,951,601 6,918,691 6,402,414  

売電金額（千円） 107,054 94,786 81,694 （※１） 

インセンティブ金額（千円） 15,717 14,499 8,926 （※２） 

施設運転に係る CO2 削減量（t-CO2/kWh） 1,236 1,244 1,278 （※３） 

売電に係る CO2 削減量（t-CO2/kWh） 2,982 2,968 2,7467  

（※１）毎年１２月中に、次年度における余剰電力売却に関する入札を行い、令和６年度は 14.00 円

/kWh、令和７年度は 13.70 円/kWh となった。令和８年度は 11.60 円/kWh に消費税及び地方

消費税を加えた金額で売電する。 
なお、現行制度（令和５年度まで）では、送配電設備に要する経費を小売電気事業者がすべて

負担していたが、令和６年度からはこの経費の１割を発電所（エコクリーンセンター南越）が

負担することとなる（発電側課金）。表中の売電金額は、発電側課金を差し引く前の金額であ

る。 
（※２）実際の月間売電量と月間基本売電量の差に売電単価を乗じた額の１／２に消費税及び地方消費

税を加えた金額を運営事業者である、タクマ・タクマテクノス特定運営業務共同企業体に支払

う。 
    発電側課金分を売電金額とインセンティブ金額との割合に応じて案分し差し引いた金額である。 

    令和７年度からは、容量市場インセンティブも含まれる。 
（※３）CO2 ガス削減量は、電気事業者別排出係数（特定排出者の温室効果ガス排出量算定用）R6 年

度実績 R8.1.9 環境省・経済産業省公表の基準排出係数（代替値）0.000416(t-CO2/kWh)×電

力自家消費量により算定（（施設の電力使用量－買電電力量）×基準排出係数）した。   
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７ 最終処分計画 
（１）最終処分のための施策 

・埋立処分場の適正管理により環境負荷の低減に努める。 
・３Ｒの推進、中間処理の適正化により最終処分量の削減に努める。 
 
（２）生活環境影響調査概要 

第２清掃センター最終処分場において、公害防止協定に基づき排水水質について毎年測定を実施し、

調査結果を公表する。 
実施年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
公表 実施 実施 実施予定 

 
（参考）最終処分量の推計 

       単位:t 

区分 
令和６年度 

実績 

令和７年度 

見込み 
令和６年度比 

令和 12 年度 
摘要 

推計値 

埋立処分量 3,279 3,180 -99 3,010   

残
渣
内
訳 

焼却残渣 2,833 2,769 -80 2,652   

 

第１清掃センター 2,833 2,769 -80 2,652   

し尿処理施設 0 0 0 0   

粗大ごみ処理施設残渣 446 411 -58 358   

直接埋立 0 0 0 0   

その他の残渣 0 0 0 0   

最終処分率１８ 11.78% 11.40% -0.38 11.41% 
【R12 目標値】 

12％以下 
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８ 生活排水処理実施計画 
（１）生活排水処理計画対象 

                                                                             (人)   
市町名 計画収集人口 し尿収集人口 浄化槽人口 集落排水人口 下水道人口 

越前市 80,173 1,689 16,964 2,980 58,496 

南越前町 9,362 108 481 5,071 3,703 

 
（２） し尿及び浄化槽汚泥処理実施計画 

① 令和７年度収集運搬計画 
搬入者 種類 収集運搬量(t) 合計(t) 比率 備考 

許可業者      

（３社） 

し尿 1,400 
21,300 

6.6   

浄化槽汚泥 19,900 93.4% 集落排水含む 

 
② 令和５年度収集運搬体制 
許可業者名 従事者数 運搬車両数 収集対象 収集回数 

㈱ダイエイ ５人 バキューム車８台・その他７台 
し尿 

浄化槽汚泥 

随時 

㈱武生環境保全 ４人 バキューム車 4台・その他 2 台 随時 

協栄産業㈱ ３人 バキューム車５台 随時 

 
③ し尿及び浄化槽汚泥処理実績 

年度 
搬入量(㎥) 

放流水量(㎥) 
脱水ケーキ量

(kg) 
焼却残渣量(kg) 

し尿 浄化槽 

令和３年度 1,626 21,044 24,803 624,800 49,520 

令和４年度 1,556 20,417 23,787 661,500 59,650 

令和５年度 1,404 19,521 22,988 640,700 52,770 

令和６年度 1,428 19,874    

令和７年度(見込) 1,227 20,693    

比率 5.60% 94.40%    

令和 6 年度より、し尿及び浄化槽汚泥は越前市浄化センター前処理施設に投入  
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（３）し尿・浄化槽汚泥と下水道汚泥の汚泥処理共同化事業 

し尿処理場は、近年は浄化槽汚泥の処理割合が９０%以上を占め、稼働当初のし尿処理場から、事実上、

浄化槽の汚泥処理施設へと変化してきていることから、令和６年度から家久浄化センターにて浄化槽汚

泥を効率的に処理するため、し尿・浄化槽汚泥と下水道汚泥の共同処理を行う。 
なお、既存のし尿処理施設については、令和６～７年度に解体・撤去した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
汚泥前処理施設の概要 
・施設規模：地上 2 階建て RC 造 
・建築面積：416.81 ㎡ 
・処理能力：61 KL／日 
 
 
   

家久浄化センターに機械濃縮設備を導入 
汚泥前処理施設から送られてきた、し尿等を
汚泥処理系に投入し下水道汚泥と共同処理 

汚泥前処理施設を建設し、し尿等
の計量・受入・前処理（挟雑物除
去）後に家久浄化センターへ圧送 

汚泥処理共同化事業の全体概要 

令和 3〜5年度 

令和 3〜5年度 

令和 6〜7年度 

令和 5年度 
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９ 環境保全 

（１）生活環境影響事後調査概要 

営業開始の翌年度の令和４年度において、生活環境影響調査の事後調査を実施し、調査結果を公表す

る。                     【令和元年７月２４日調停調書３－（１）】 

実施年度 平成２６年度 令和４年度 
公表 実施 実施 

運営業務実施計画書 7.1 生活環境影響調査の事後調査 
 

（２）生活環境影響調査の環境保全対策 

（ア）大気質の環境保全対策 

煙突排出ガスは、除去率の高い排出ガス設備を導入するとともに、機器の点検、整備・補修、排ガス

（有害物質）や燃焼温度の測定を適正に実施し、性能を維持します。 

実施年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
設備導入・維持 実施 実施 実施予定 

運営業務実施計画書 6.1 環境保全対策 （１）大気質・土壌の環境保全対策 
 

ごみの分別回収等によって処理対象物への不燃物（燃やせないごみ）の混入を減らす等、適切なごみ

の焼却に努めます。 

実施年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
適切なごみの焼却 実施 実施 実施予定 

運営業務実施計画書 6.1 環境保全対策 （１）大気質・土壌の環境保全対策 
 

収集運搬業者に対して、制限速度の遵守、アイドリングストップ、急発進・急加速をしない等の指

導・要請を行い、廃棄物運搬車両等の走行による大気汚染物質の発生を抑制します。 

実施年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
指導・要請 実施 実施 実施予定 

運営業務実施計画書 6.1 環境保全対策 （１）大気質・土壌の環境保全対策 
 

（イ）騒音の環境保全対策 

騒音発生源は、全て建物内に収納し、必要に応じて内壁等に吸音材を設置し、外部への騒音を低減し

ます。 

実施年度 令和２年度 令和３年度 
騒音低減 実施 実施済 

運営業務実施計画書 6.1 環境保全対策（２）騒音・振動の環境保全対策   
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施設の建屋全体をコンパクトに納め、実行可能な範囲で建屋と敷地境界の距離を離すことによって、

施設周辺への影響を低減します。 

実施年度 令和２年度 令和３年度 
施設周辺影響低減 実施 実施済 

運営業務実施計画書 6.1 環境保全対策（２）騒音・振動の環境保全対策 
 

設備機器の運転にあたっては、点検・整備を十分に行い、整備不良に伴って発生する不要な騒音を抑

制します。 

実施年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
不要な騒音抑制 実施 実施 実施予定 

運営業務実施計画書 6.1 環境保全対策（２）騒音・振動の環境保全対策 
 

収集運搬業者に対して、制限速度の遵守、アイドリングストップ、急発進・急加速をしない等の指

導・要請を行い、廃棄物運搬車両等の走行による騒音発生を抑制します。 

実施年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
騒音発生抑制（大気質に同じ） 実施 実施 実施予定 

運営業務実施計画書 6.1 環境保全対策（２）騒音・振動の環境保全対策 
 

（ウ）振動の環境保全対策 

設備機器の運転にあたっては、点検・整備を十分に行い、整備不良に伴って発生する不要な振動を抑

制します。 

実施年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
不要な振動を抑制 実施 実施 実施予定 

運営業務実施計画書 6.1 環境保全対策（２）騒音・振動の環境保全対策 

 

収集運搬業者に対して、制限速度の遵守、アイドリングストップ、急発進・急加速をしない等の指

導・要請を行い、廃棄物運搬車両等の走行による振動発生を抑制します。 

実施年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
不要な振動を抑制 実施 実施 実施予定 

運営業務実施計画書 6.1 環境保全対策 （２）騒音・振動の環境保全対策 
  

  



P40 
 
（エ）悪臭の環境保全対策 

ごみピット上部に押込送風機吸引口を設け、ごみピット周辺の建屋の空気を燃焼用空気として利用

し燃焼脱臭を行います。また、ごみピットやプラットホームでは、消臭剤噴霧による臭気対策を図り

ます。 

実施年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
消臭剤噴霧による臭気対策 実施 実施 実施予定 

運営業務実施計画書 6.1 環境保全対策 （３）悪臭の環境保全対策 
 

１炉停止時及び全炉停止時には、活性炭吸着方式の脱臭処理装置により処理をした排気を放出しま

す。 

実施年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
処理をした排気放出 実施 実施 実施予定 

運営業務実施計画書 6.1 環境保全対策 （３）悪臭の環境保全対策 
 

プラットホーム車両出入口にはシャッター扉等を設け、扉の開閉は車両感知による自動開閉とし、車

両の出入り時以外は外部との遮断を図ります。また、出入口にはエアカーテンを設け、扉の開閉に合

わせた自動運転を行い、開扉の際の建物外への臭気の漏洩防止を図ります。 
実施年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
臭気の漏洩防止 実施 実施 実施予定 

運営業務実施計画書 6.1 環境保全対策 （３）悪臭の環境保全対策 
 

廃棄物運搬車両等からの臭気についても、収集運搬事業者に各事業所での洗車を徹底させるととも

に、本施設においても洗車設備を設けて洗車を励行することで低減に努めます。 

実施年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
臭気低減 実施 実施 実施予定 

運営業務実施計画書 6.1 環境保全対策 （３）悪臭の環境保全対策 
 
 
（オ）水質の環境保全対策 

施設の稼働に伴うプラント排水（洗浄水、洗車排水、焼却灰冷却水、ボイラー排水等）は、排水処理

設備で適正に処理後、施設内で再利用し、施設外へ放流を行わないクローズドシステムとします。 

実施年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
クローズドシステム 実施 実施 実施予定 

運営業務実施計画書 6.1 環境保全対策 （４）水質の環境保全 
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ごみピット内の汚水は、ごみピットの底部に設けたごみピット汚水槽に集水・貯留し、ごみピット内

のごみに噴霧し、焼却処理します。 

実施年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
汚水の適切処理 実施 実施 実施予定 

運営業務実施計画書 6.1 環境保全対策 （４）水質の環境保全 
 

施設内で発生する生活排水（トイレ、洗面、流し等の利用に伴う排水）は、浄化槽で処理後、公共用

水域へ放流します。 

実施年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
生活排水処理 実施 実施 実施予定 

運営業務実施計画書 6.1 環境保全対策 （４）水質の環境保全 
 
（カ）土壌の環境保全対策 

排ガスの処理について、吸着除去法（活性炭吹込み式）による排ガス中のダイオキシン類の除去設備

やろ過式集じん器（バグフィルター）の設置によりダイオキシン類やばいじん等を捕集します。 

実施年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
排ガスの処理 実施 実施 実施予定 

運営業務実施計画書 6.1 環境保全対策 （１）大気質・土壌の環境保全対策 
 

焼却処理における燃焼温度等の適正な管理を行いダイオキシン類等の発生を抑制します。 

実施年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
ダイオキシン類等の発生を抑制 実施 実施 実施予定 

運営業務実施計画書 6.1 環境保全対策 （１）大気質・土壌の環境保全対策 
 

（キ）景観の環境保全対策 

施設高さは可能な限り低く抑え、煙突と建屋を一体化して景観に配慮した形状とします。 

周辺景観に配慮し、敷地境界付近には樹木を配置する等の植栽を行います。 

施設の色彩は周辺環境との調和を図ります。 

実施年度 令和２年度 令和３年度 
景観の環境保全 実施 実施済 

運営業務実施計画書 6.1 環境保全対策（５）景観・日照阻害の環境保全 
 

（ク）日照阻害の環境保全対策 

施設配置は周辺の農地を考慮したものとし、また、施設高さは可能な限り低く抑えます。 

実施年度 令和２年度 令和３年度 
日照阻害の環境保全 実施 実施済 

運営業務実施計画書 6.1 環境保全対策（５）景観・日照阻害の環境保全 
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１０ 監視 

（１）排ガスの常時監視 

第１清掃センターの排ガスについて、別紙のとおり、本組合単独で又は南越前町の協力を得て測定し、

常時、公表する。                【令和元年７月２４日調停調書３－（２）】 
運営業務実施計画書 4.2 環境測定実施結果 

○大気関係 
実施年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
排ガスの測定、常時公表 実施 実施 実施予定 

 
○ダイオキシン類関係 
実施年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
排ガスの測定、公表 実施 実施 実施予定 

 
○騒音・振動 
実施年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
騒音・振動、公表 実施 実施 実施予定 

 
○施設周辺土壌ダイオキシン類関係 
実施年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
施設周辺土壌ダイオキシン類の

測定、公表 
実施 実施 実施予定 

 
○臭気指数 
実施年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
悪臭の測定、公表 実施 実施 実施予定 

 
 
（２）排ガスの監視（改正大気汚染防止法） 

実施年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
水銀 実施 実施 実施予定 

【令和元年７月２４日調停調書３－（２）別紙】 

運営業務実施計画書 4.2 環境測定実施結果 
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（３）排ガス測定の公表等 

第１清掃センターの排ガスについて、別紙のとおり、本組合単独で又は南越前町の協力を得て測定し、

常時、公表する。               【令和元年７月２４日調停調書３－（２）】 

運営業務実施計画書 4.1 環境測定管理 

実施年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
常時公表 実施 実施 実施予定 
 

公表方法については、南越前町及び地元自治会の意見を尊重することとし、申立人らから要望のあった

公民館など公共施設への表示機器の設置を検討・実施する。 

【令和元年７月２４日調停調書３－（２）】 

運営業務実施計画書 4.1 環境測定管理 

実施年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
検討・実施 実施 実施 実施予定 

 

ダイオキシン類長期自動採取装置ＡＭＥＳＡⅡ又はこれと同種同等の装置について、経済的合理性、技

術性能、信頼性の向上など事情の変更によって導入することが合理性を有するに至った場合、又は、上記

測定の結果、異常値が出るなどしてＡＭＥＳＡⅡ等の導入の必要性が高まった場合は、ＡＭＥＳＡⅡ等

の導入を前向きに検討する。 

【令和元年７月２４日調停調書３－（２）】 

運営業務実施計画書 4.1 環境測定管理 

実施年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
前向きに検討 検討 検討 検討予定 
 

 

（４）排ガスの常時監視と公民館への設置を検討 

第１清掃センターの排ガスについて、別紙のとおり、本組合単独で又は南越前町の協力を得て測定し、

常時、公表する。 

公表方法については、南越前町及び地元自治会の意見を尊重することとし、申立人らから要望のあった

公民館など公共施設への表示機器の設置を検討・実施する。 

【令和元年７月２４日調停調書３－（２）】 

運営業務実施計画書 4.1 環境測定管理 

実施年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
常時，公表 実施 実施 実施予定 
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（５）土中ダイオキシンの定時監視 

毎年、生活環境影響調査で算出された最大濃度着地点付近において、地元住民に立会いの機会を与えた

上、土中のダイオキシン濃度を測定し、公表する。 

【令和元年７月２４日調停調書３－（３）】 

運営業務実施計画書 4.2 環境測定実施結果 

実施年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
土中のダイオキシン濃度測定 実施 実施 実施予定 

 

（６）大気質の定時監視の検討 

施設周辺において、定期的に大気質を測定できる方策を検討・実施する。なお、上記測定は、地元住民

に立会いの機会を与えた上、その結果を公表する。 

【令和元年７月２４日調停調書３－（４）】 

運営業務実施計画書 4.2 環境測定実施結果 

実施年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
定期的な大気質を測定 実施 実施 実施予定 

 

（７）展開検査などへの立会い 

施設内に、地元住民が施設及び作業を監視できる場所を設置・管理し（費用負担は本組合）、地元住民

に、随時、ごみ展開検査に立ち会い又は中央制御室を監視する機会を与える。 

【令和元年７月２４日調停調書３－（５）】 

運営業務実施計画書 3.6 地元住民による展開検査等立会い及び監視について 

実施年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
展開検査などへの立会い 実施 実施 実施予定 
 

（８）放射能の測定と地元住民の立会い   

プラットホーム内のダンピングボックスにおけるごみ展開検査において、不定期に、放射性物質を施設

に搬入しないよう計測できる機器（手持ちの計測器で可）を使用し、異常があれば、速やかに公表する。 

また、地元住民にごみ展開検査に立ち会う機会を与えた場合、上記機器の使用も許可する。 

【令和元年７月２４日調停調書３－（６）】 

運営業務実施計画書 3.5 搬入禁止物の混入防止対策 

実施年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
放射能の測定と地元住民立会い 実施 実施 実施予定   
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１１ 運営 

（１）運営業務の委託先に対する指導・監督について 

第１清掃センターの施設の運営・管理業務については、タクマ・タクマテクノス特定運営業務共同企業

体に令和３年度から令和２２年度までの２０年間の運営業務委託契約を締結している。ごみ焼却施設は、

住民生活に直結するインフラであり、周辺環境への悪影響が無いよう、適切に運営・管理を行い、住民へ

の安全・安心を確保する必要がある。このため、外部の専門家を招聘し、タクマ・タクマテクノス特定運

営業務共同企業体に対して業務監査を行うこととし、業務の指導・監督体制を強化することとする。 
実施年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
業務監査の実施 実施 実施 実施予定 
 

（２）環境マネジメントシステムの認証（KES マネジメント） 

組合の環境マネジメントについては、ＫＥＳの認証を受け、これに基づき運営を行っている。施設の運

営・管理業務の委託先である、タクマ・タクマテクノス特定運営業務共同企業体が管理する範囲も含めた

環境マネジメントシステムを構築し、これに基づいて第１清掃センターを運営・管理することとする。 

【令和元年７月２４日調停調書２－（１１）】 

運営業務実施計画書 5.3 マネジメント認証  

実施年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
環境マネジメントシステムの認証 実施 実施 実施予定 

 

（３）安全対策要綱等 

具体的な安全対策の内容を盛り込んだ要綱を作成し、公表する。また、警報発令計画及び避難計画など

については、南越前町及び地元自治会と十分に協議する。 

【令和元年７月２４日調停調書２－（１０）】 

運営業務実施計画書 5.2 安全対策要綱の作成 

実施年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
安全対策要綱等 実施 実施 実施予定 

 

（４）運営形態の変更と地元自治会との協議 

第１清掃センターの運営形態を変更しようとする場合、地元自治会に対し、事前に変更内容を報告

し、施設管理の在り方について協議することとし、地元自治会の了解を得るように努める。 

                        【令和元年７月２４日調停調書２－（１２）】 

運営業務実施計画書 2.2 業務実施体制の報告 
 

 

 

１２ 計画の策定体制 
（１）計画の策定体制 

本計画の策定体制とそれぞれの役割について、下図に示す。 

実施年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
運営形態の変更 変更なし 変更なし 変更予定なし 
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第１清掃センターに関し、地元自治会との間で、定期的に協議会を開催し、施設の運営などに関する報

告・意見交換などを行う。 

また、地元住民から，第１清掃センターに関し、問合せや意見が寄せられた場合も、これに誠実に対応

することとし、希望がある場合、施設運営に支障のない範囲で、地元住民との意見交換の場所として施設

内の会議室を無償提供し、意見交換の内容について取材、公開及び報道を妨げない。 

【令和元年７月２４日調停調書４－（１）】 

実施年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
意見交換 実施 実施 実施予定 

 
（２）廃棄物減量等推進審議会 

本計画の策定に対し協議を行った。 
 開催年月日 協議内容 

令和５年３月２７日 令和５年度 ごみ処理実施計画 案 
令和６年３月２７日 令和６年度 ごみ処理実施計画 案 
令和７年１２月１５日 一般廃棄物処理基本計画中間改定について 
令和８年３月  日 一般廃棄物処理基本計画中間改定 案 

令和８年度 ごみ処理実施計画 案 
 
  

学識経験者 

協議 

諮問 

答申 

管内市町の代表者 

各種団体の代表者 

行政機関代表者 

管理者が認める者 

廃
棄
物
減
量
等
推
進
審
議
会 

管理者 

越前市 
（環境政策課） 

池田町 
（保健福祉課） 

南越前町 
（建設整備課） 

事務局 

住民 

意見交換 
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１３ 運営業務の実施について 
新処理施設の施設整備および運営は、ＤＢＯ方式（公設民営）を採用しており、委託の内容は下記のと

おりとなっております。これらの運営業務につきましては、別紙「運営業務実施計画書」により、行って

おります。 

項目 業務内容 

委

託

範

囲 

整備段階 ・施設設計施工、関連整備、官公署などへの申請など 

運

営

段

階 

運転管理 ・適正運転、運転員への教育訓練など 

用役管理 ・用役の確保など 

維持管理 ・点検／検査、補修／修繕、消耗品／予備品の調達など 

余熱利用管理 
・発電 ※売電に伴う契約、収入管理は組合が実施 

・構内利用（給湯等）など 

副生成物 ・副生成物（焼却灰、飛灰）及び資源（金属類）の引渡しなど 

住民対応支援 ・施設見学支援、環境教育支援、情報発信支援など 

その他 
・清掃、安全管理、警備など 

・本施設の整備、運営に関するデータを管理 

地元貢献 ・地元雇用、地元企業の活用（資材購入、施設修繕）など 

運営事業終了時の引継 ・必要な情報提供、運転指導など 

リスク分担 組合と民間事業者で分担  

機器修繕 
運営期間を通じて建設時の機器性能を担保 

※ 施設の長寿命化を見据えて修繕計画を策定 

売電のインセンティブ 計画以上の売電収入があった場合はその一部を運営事業者に還元 

 
国の地球温暖化対策計画では、廃棄物発電のエネルギー回収等の更なる推進について規定され、第１清

掃センターのエネルギー回収率については１６％以上を目標とし、高効率発電システムと操炉計画の最

適化により稼働中の買電ゼロを目指すこととする。 
実施年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
エネルギー回収率の目標値１６％以上 維持 維持 維持 
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脚注 

 
１  廃棄物の処理及び清掃に関する法律第６条第１項 

市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画を定めなければならない。 
２  容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第八条 

市町村は、容器包装廃棄物の分別収集をしようとするときは、厚生省令で定めるところにより、３年

ごとに、５年を１期とする当該市町村の区域内の容器包装廃棄物の分別収集に関する計画を定めなけ

ればならない。 
３  3R（Reduce:リデュース、Reuse:リユース、Recycle:リサイクル、の３つのＲの総称）。Reduce

（リデュース）は、製品をつくる時に使う資源量を少なくすることや廃棄物の発生を少なくするこ

と。耐久性の高い製品の提供や製品寿命延長のためのメンテナンス体制の工夫なども取組のひとつ。

Reuse（リユース）は、使用済製品やその部品等を繰り返し使用すること。その実現を可能とする製

品の提供、修理・診断技術の開発、使用済み製品の再生なども取組のひとつ。Recycle（リサイク

ル）は、廃棄物等を原材料やエネルギー源として有効利用すること。その実現を可能とする製品設

計、使用済製品の回収、リサイクル技術・装置の開発なども取組のひとつ。 
４  令和１２年度推計値は、一般廃棄物処理基本計画（令和３年３月策定）の将来予測結果（トレンド

推移）による。 
５  家庭系ごみには、池田町の「食Ｕターン事業」に伴う生ごみ分別収集も含む。 
６  家庭系ごみ……ごみステーションに排出されたごみ 
７  事業系ごみ……処理施設に直接搬入されたごみ及び許可業者により搬入されたごみ 
８ その他有価物の主体となる構成市町については、独自の回収システムにより小型家電製品を回収し、

処理業者等へ引渡す。 
９ 適正処理困難物、収集はしないが、第２清掃センター直接搬入の場合は別料金を徴収し受け入れ、処

理業者等へ引渡す。 
１０ 資源物とは、空きかん、空きびん、ペットボトル、スプレー缶、古紙等をいう。 有害物とは、乾電

池、蛍光灯、体温計、ライター、電子たばこ等をいう。 
１１ エコステーション（町事業） 

こってコテいけだ前にペットボトルとかんの自動資源回収機。10 本入れると町内で使用できるエコポ

イント商品券 10 円券が１枚発行される。 
１２  ストックヤード及び構成市町の独自方式により実施。 
１３  一般家庭から排出される廃棄物の排出性状と同様で少量の物に限り受け入れる。  
１４  設置基準は「南越清掃組合ごみステーション設置及び管理要綱」による 
１５  家電を含むは、家電リサイクル品の許可も含まれていることをいう。 

１６  リサイクル率（％）は、総資源化量を総排出量で除して算出する。（＝リサイクル率） 
リサイクル率（％）＝（（集団回収量）+（処理後再生利用量）+（直接資源化量））×100／（（排出

量）+（集団回収量）） 【出典：一般廃棄物処理基本計画 令和３年３月】 
１７  熱回収を含めたリサイクル率（％）＝（（集団回収量）+（処理後再生利用量）+（直接資源化量）

+（熱回収量））×100／（（排出量）+（集団回収量） 
１８ 最終処分率とは、集団回収量を除く排出量のうち、最終処分量が占める割合のことをいう。 

最終処分率（％）＝（最終処分量）×100／（排出量）【出典：一般廃棄物処理基本計画 令和３年

３月】 
 

 


